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入学検定料納入方法について（人間科学部・大学院人間科学研究科共通） 

 

・入学検定料の納入は日本国内または国外より必ず期間中に行ってください。入学検定料を納入していない場合の

出願・受験は認められません。また、期間を過ぎての納入はいかなる理由でも一切受け付けません。 

・例年、納入忘れによる受験不許可者が発生していますので、十分に注意してください。 

 

＜入学検定料の納入方法＞ 

①コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法 詳細は２ページを参照 

・入学検定料は最寄りのコンビニエンスストアで支払ってください。 

・コンビニエンスストアでの支払いに際しては、事前にパソコンもしくは携帯電話等によりインターネット上の

「入学検定料コンビニ支払いサイト」（https://e-shiharai.net/）にアクセスをして所定の申込手続を完了さ

せる必要があります。 

・支払い終了後、『入学検定料・選考料取扱明細書』の「収納証明書」部分を切り取り、『入学志願票』の所定欄

に貼り付けて提出してください。 

・支払いは、土日・祝日を問わず、24 時間いつでも可能です（納入最終日は「Web サイトでの申込み」は 23:00

まで、店頭端末機での操作は 23:30 までとなります）。 

※家族・知人が代理で手続をする場合でも、必ず志願者本人の情報を入力するようにしてください。 

※コンビニエンスストアでの支払いが困難な方は、事前に当研究科まで連絡してください。 

 

②クレジットカード・銀聯カードでの検定料支払方法 詳細は３ページを参照 

・クレジットカード・中国オンライン決済での支払いに際しては、パソコンもしくは携帯電話等により「インタ

ーネット上の支払いサイト」（https://e-shiharai.net/card/）にアクセスをして所定申込手続を完了させる必

要があります。 

・支払い終了後、決済完了が表示された Web ページを印刷し、『入学志願票』にクリップ留めして提出してくださ

い。 

※支払いは、土日・祝日を問わず、24 時間いつでも可能です（納入最終日は、日本時間 23:00 までにカード決済

を完了させてください）。 

※支払いに使用するカードは志願者本人以外の名義でも構いません。ただし、家族・知人が代理で手続をする場

合でも、「基本情報」には必ず志願者本人の情報を記入するようにしてください。 

 

③外国送金による支払方法 

上記の方法で検定料の支払いができない場合に限り、入学試験要項に記載の＜外国送金要領＞に従い、金融機関

より海外送金してください。その際、銀行所定の海外送金申請書のコピーを出願書類に同封してください。なお、

日本国内からの振込入金は行わないでください。 

 

＜特定国からの志願者に対する入学検定料免除措置制度＞ 

経済協力開発機構（OECD）の開発援助委員会（DAC）が発行する、政府開発援助（ODA）受給国リストに最貧国ま

たは低所得国として掲載された国（以下「最貧国等」という。）に居住し、かつ最貧国等の国籍を有する者（重国

籍の場合はいずれの国籍も最貧国等であること。）が、大学院人間科学研究科への入学を志願する際、本人から入

学検定料免除の申請があった場合、入学検定料が免除となる場合があります。詳細は 4～7 ページ「特定国からの

志願者に対する検定料免除措置制度」を確認してください。 

 

https://e-shiharai.net/card/
https://e-shiharai.net/card/
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特定国からの志願者に対する入学検定料免除措置制度 

 

以下の１．に掲げる条件に合致する出願者は、本人からの申請に応じて入学検定料を免除します。 

 

１．適用条件 

  文末に記載の対象国に居住し、かつ対象国の国籍を有する者。 

*居住国と国籍は同一の国である必要はありません。 

*重国籍の場合は、いずれの国籍も前項の国に該当していることが必要です。 

 

２．免除申請手続 

出願書類として提出を求めている入学検定料支払証明書の替わりに以下の書類を提出してくだ

さい。 

１）検定料免除措置申請書（所定様式） 

２）パスポートのコピー（本人に関する記載事項の全ての欄） 

 

３．注意 

１）出願期間終了後の申請はいかなる理由でも受け付けません。 

２）本免除申請をする場合は、検定料を支払う必要はありません。誤って支払ってしまった場合、

入学検定料の返還は行いませんのでご注意ください。 

  ３）万が一、申請者が本免除措置の対象とならない場合や、虚偽の申請があった場合は、検定料

は免除になりませんのでご注意ください。 

    

 

[対象国*]  

アフガニスタン、アンゴラ、バングラデシュ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボ

ジア、中央アフリカ、チャド、コモロ、朝鮮民主主義人民共和国、コンゴ民主共和国、ジブ

チ、エリトリア、エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ハイチ、キリバス、ラオ

ス、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モザンビーク、ミ

ャンマー、ネパール、ニジェール、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレ

オネ、ソロモン諸島、ソマリア、南スーダン共和国、スーダン、シリア・アラブ共和国、タ

ンザニア、東ティモール、トーゴ、ツバル、ウガンダ、イエメン、ザンビア  

*OECD/DAC が発行する ODA 受給国リストに掲載される「Least Developed Countries」「 Low 

Income Countries which are not LDCs」の認定国 

*最終更新：2025年 5月 
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早稲田大学入学検定料免除措置申請書 

 
申請日：  年 月 日 

 

 

早稲田大学の検定料免除を申請する場合は、所定の入学検定料を支払わず、出願時に本申請書を提出

してください。万が一支払った場合、返金は出来ませんのでご注意ください。 

 

適用条件：以下のいずれかの国に居住し、かつ対象国の国籍を有する者 

アフガニスタン、アンゴラ、バングラデシュ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、

中央アフリカ、チャド、コモロ、朝鮮民主主義人民共和国、コンゴ民主共和国、ジブチ、エリト

リア、エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ハイチ、キリバス、ラオス、レソト、リ

ベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モザンビーク、ミャンマー、ネパール、

ニジェール、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、ソロモン諸島、ソマ

リア、南スーダン共和国、スーダン、シリア・アラブ共和国、タンザニア、東ティモール、トー

ゴ、ツバル、ウガンダ、イエメン、ザンビア 

*居住国と国籍は同一の国である必要はありません。 

*重国籍の場合は、いずれの国籍も上記の国に該当していることが必要です。 

*最終更新：2025 年 5 月 

 

 

 
出願学部・研究科：         

 

 

出願者氏名：          

           姓       名 

 

国 籍 １：          

 

国 籍 ２：          

（重国籍の場合） 

 

現 住 所：          

 

 
 

受験番号 (事務所記入欄) 
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Screening Fee Waiver Program for Applicants from Specified Countries 

 

Applicants who meet the conditions shown below (1. Eligibility) are eligible to have their screening fees 

waived.  

 

1.  Eligibility 

The applicant must reside in one of the countries listed below AND hold nationality of one of those 

countries.   

*The applicant's country of residence and nationality do not necessarily have to be the same. 

*Applicants with dual nationality are only eligible if BOTH nationalities are included in the list of eligible countries.  

 

2.  Procedures 

Along with the application documents, please submit the following documents in place of the proof of 

payment for the screening fee.  

1) Form for Screening Fee Waiver (prescribed form) 

  2) Passport Copy (including all details of the applicant) 

 

3．Notes 

1) The screening fee waiver form will not be accepted if submitted after the application deadline under 

any circumstances. 

2) Be careful not to pay the screening fee if you are claiming the waiver. The screening fee, once paid 

even by mistake or accident, will not be returned.   

  3) In the event that the applicant is found to be ineligible for the screening fee waiver program or has 

made a false claim, the screening fee waiver program will not be granted. 

 

List of Eligible Countries:  

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African 

Republic, Chad, Comoros, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the 

Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People’s 

Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, 

Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, 

Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, 

Yemen, Zambia  
The above countries are classified as "Least Developed Countries" or "Low Income Countries which are not 

LDCs" in the list of ODA recipients as published by OECD/DAC. 

Last updated: May 2025. 
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Form for Screening Fee Waiver 

Waseda University 

 

 
Date:   / / / 

   Year  Month  Date      

 

If you will claim your screening fee waiver, DO NOT pay the screening fee, and instead, submit this form at the 

time of your application. Note that the screening fee, once paid even by mistake or accident, will not be 

returned.   

 

The applicant must reside in one of the countries listed below AND hold nationality of one of those countries. 

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, 

Chad, Comoros, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, 

Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People’s Democratic Republic, 

Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, 

Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab 

Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia 

*The applicant's country of residence and nationality do not necessarily have to be the same. 

*Applicants with dual nationality are only eligible if BOTH nationalities are included in the list of eligible countries. 
*Last updated: May 2025. 

 

 

 
 
Name of the Undergraduate School/Graduate School to which you are applying: 

 

                          

 

Applicant's Name:          

             Family          Given & Middle 

 

Nationality 1:                  

 

Nationality 2:                  

(for applicants with dual nationality) 

 

 

Current Address: 
 

                  

 

 

 


